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れておらず,各科,各医師で予防対策を行っていた

のが実情であり, 1年間に数例の肺塞栓症が発生し

てる.こ の度,肺塞栓症予防対策検討部会が組織さ

れ,院内統一基準での肺塞栓症予防対策を推し進め

ることになった。その内容,経過について報告する。

Ⅱ 経    過

平成 15年 5月 14日 に第一回肺塞栓症予防対策検

討部会を開催 し,肺塞栓症マニュアル,指示簿,同

意書,患者向けパンフレットの製作に取 り掛かつた.

肺塞栓症予防では American Collage of Chest

Physicians(ACCP)か ら2001年 に発表されたガイ

ドラインが世界標準 とされている。しかし,欧米人

に比べて日本人の肺塞栓症発症率が低いこと,欧米

で使用可能な肺塞栓症予防薬が日本では保険適応が

ないことから,欧米の基準をそのまま利用すること

は不可能である。 このため,マニュアルの改正にあ

たっては,ACCPガ イ ドラインだけでなく日本の他

施設で作 られたマニュアルを参考にし,日本の標準

的な方法から逸脱 しないように注意 した。さらに,

当院の実情 について各科部長にアンケー ト調査 を

行った他,検討部会で各部署からの意見を聞き,使

用する弾性ス トッキングの形状,購入方法,抗凝固

療法に使用する薬剤などを協議し,新 しい肺塞栓症

マニュアルを完成させた。

肺塞栓症の予防対策は,手術予定患者の肺塞栓症
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のリスクを低 リスクから最高 リスクまで分類 し, リ

スクに応じた予防処置を選択する方式である.指示

簿は,こ の「 リスク評価」 と「処置法の選択」 とい

う 2種類の作業を 1枚の紙の上で同時に行える形式

のものを考案 した.重要な注意事項は指示簿上にも

記載 し,記入時にマニュアルを参照 しなくてもすむ

ようにした。他にも,チ ェックだけで指示が出せる

ようにしたこと,文字の記入が必要な箇所は最小限

にとどめたこと,記入漏れとの区別のために予防処

置を行わない場合のチェック欄 も作成 した ことな

ど,多 くの配慮を盛 り込んだ.

運用を始めるための準備 として,患者向けの説明

パンフレット,抗凝固療法の説明と同意書を作成 し,

弾性 ス トッキングの採寸票などを各部署 に配置 し

た。院内への広報活動の意味 も含め,勉強会を開催

し,肺塞栓症に関しての講演を行った.平成 15年 11

月 17日 より肺塞栓症予防措置運用を開始 した。

Ⅲ.今後の方針

平成 16年になって,わが国で始めての肺血栓塞栓

症予防ガイドラインが学会から発表され,肺塞栓予

防措置に保険適応が認められるようになった。これ

により当院の肺塞栓症予防も修正を加えていく必要

があるが,15年からの肺塞栓症予防を見直す時期で

もある。さらに完成度の高いシステムの構成を目指

していきたい。

平成 14年 10月 より当院で褥盾対策が開始されて

から 1年 3ヶ 月が経過 しました。褥盾委員会ではそ

の間,褥麿予防マニュアルを整備 し褥麿の予防や治

療を誰でも行えるような体制づ くりを目指してきま

した。褥盾マニュアルにより褥麿処置が明瞭になっ

た反面,看護士には褥麿診療計画書の作成 という新

たな仕事が加えられました。

褥盾対策開始から 1年を迎え,当委員会では褥盾

対策開始によって病院,患者,看護士の負担がどの

ように変わったかを検討しました。平成 14年 と平成
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15年の同じ月を比べると褥麿処置件数は減少 し褥

麿患者が減少 していることがうかがわれました。逆

に褥麿処置点数は増加 し褥麿処置が今まで以上に行

われてきていることがうかがわれました。褥麿対策

を開始したことで褥麿カルテ記載などの看護士の業

務が追加されましたが,褥塘の件数が減少 したこと

により体位交換などの業務が減少しました。また,

褥盾件数が減少したことは早期に治癒 していること

も示唆され患者の負担 も軽減 していることが推測さ

れました。
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